


 
 
 
 
 

この度の大雨により被害を受けられた皆様に、 

謹んでお見舞い申し上げます。 

 
平成 21 年 8 月 9 日からの豪雨により、甚大な被害を受けられました地元住民の

皆様の生活再建を支援するため、豪雨災害復旧ローンを取扱うことになりましたの

でお知らせいたします。 
 
 

豪雨災害復旧ローン 

● ご利用いただける方 

宍粟市・佐用郡佐用町に居住されており、平成 21 年 8 月

9 日からの豪雨により被害を受けられた方で、しんきん保

証基金の保証が得られる方 

● 融資金額 ５００万円以内 

● 資金使途 

被災からの生活再建にかかる次の資金 

① 住宅の補修・修繕 

② 自動車の修理・買換資金 

③ 家具・家電等の修理・買換資金 

原則として購入先等へ振込にてお支払いして頂きます 

● 融資期間 １０年以内 

● 融資金利 年１．５０％（固定金利） 

● 担保・保証人 不要（しんきん保証基金の保証付） 

● 保証料 保証料は別途必要です 

● 返済方法 元利均等返済または元金均等返済（ボーナス返済併用可）

● 必要書類 り災証明・資金使途確認資料 

● 取扱期間 平成 21 年 8 月 18 日から平成 21 年 11 月 17 日まで 

※ 審査の結果により、ご融資を受けられない場合がありますので、あらかじめご了

承ください。 
※ 詳しくは、当金庫窓口、または担当者までご相談ください。 

  




